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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局の送信経路をキャリブレートする方法であって、
　　予め定義された波形を生成することと、
　　前記予め定義された波形をキャリブレーションシンボルに挿入することと、
　　サブフレームを構築することと、ここにおいて、前記キャリブレーションシンボルは
、前記サブフレームのデータシンボルに置き換わる、
　　メディアアクセス制御（ＭＡＣ）層において、ダウンリンクチャネルにおいて前記基
地局からユーザ機器に前記サブフレームの期間中にダウンリンクデータを送信することと
、
　　物理（ＰＨＹ）層において、前記ダウンリンクデータを、前記予め定義された波形で
置き換えることと、
　　前記基地局において、専用のフィードバック受信経路を通じて、前記キャリブレーシ
ョンシンボルを備える前記サブフレームの少なくとも一部を受信することと、
　　前記受信されたキャリブレーションシンボルに少なくとも部分的に基づいて前記基地
局の前記送信経路をキャリブレートすることと、
　を備える方法。
【請求項２】
　前記送信経路をキャリブレートすることは、
　　前記受信されたキャリブレーションシンボルに少なくとも部分的に基づいて、送信経
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路の障害を推定することと、
　　前記送信経路の障害に少なくとも部分的に基づいて、補償値を決定することと、
　　前記補償値に少なくとも部分的に基づいて、前記基地局の前記送信経路をキャリブレ
ートすることと、
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記専用のフィードバック受信経路を通じて、前記ダウンリンクチャネルにおける送信
を監視すること
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記サブフレームの制御シンボルを送信すること、ここで、前記制御シンボルは、ダウ
ンリンク基準信号及びダウンリンク制御チャネルのうちの一方又は両方に関連付けられて
いる、
　をさらに備え、
　前記方法は、特に、
　　ダウンリンク基準信号を備える少なくとも３つの追加のシンボルを送信することをさ
らに備え、
　または、特に、前記ダウンリンク制御チャネルは、物理ダウンリンク制御チャネル（Ｐ
ＤＣＣＨ）、物理制御フォーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）、又は物理ハ
イブリッド自動要求インジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）のうちの少なくとも１つを備え
る、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記サブフレームの期間中にダウンリンクリソースのゼロ割当てを前記ユーザ機器にシ
グナリングするために、前記サブフレームの制御シンボルを送信すること
　　否定応答（ＮＡＣＫ）を受信することと、
　　前記ＭＡＣ層において、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）手順に従って前記ダ
ウンリンクデータを再送信することと、
　をさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記予め定義された波形は、
　　最大有効チャネルバンド幅にわたる、電力増幅器の最大送信電力信号の表現を備え、
　前記方法は、特に、
　　前記電力増幅器の線形化のためのデジタルプリディストーション係数を推定するため
に、前記予め定義された波形を使用すること、をさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記予め定義された波形は、
　　前記送信経路の同相／直交（Ｉ／Ｑ）インバランスを推定するためのアプリオリトー
ンを備え、
　前記方法は、特に、
　　前記送信経路内の、前記Ｉ／Ｑインバランスによって引き起こされるイメージを推定
するために、前記予め定義された波形を使用することと、
　　前記推定されたイメージに少なくとも部分的に基づいて前記Ｉ／Ｑインバランスを推
定することと、
　をさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記波形の第１のスロットの期間中に、前記基地局の第１のアンテナの第１の送信経路
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をキャリブレートすることと、ここで、前記第１のスロットは、前記第１のアンテナの前
記第１の送信経路をキャリブレートするために、第１の予め定義された波形を搬送するた
めのキャリブレーションシンボルを備える、
　前記波形の第２のスロットの期間中に、前記基地局の第２のアンテナの第２の送信経路
をキャリブレートすることと、ここで、前記第２のスロットは、前記第２のアンテナの前
記第２の送信経路をキャリブレートするために、第２の予め定義された波形を搬送するた
めのキャリブレーションシンボルを備える、
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　基地局の送信経路をキャリブレートする装置であって、
　　予め定義された波形を生成する手段と、
　　前記予め定義された波形をキャリブレーションシンボルに挿入する手段と、
　　サブフレームを構築する手段と、ここにおいて、前記キャリブレーションシンボルは
、前記サブフレームのデータシンボルに置き換わる、
　　メディアアクセス制御（ＭＡＣ）層において、ダウンリンクチャネルにおいて前記基
地局からユーザ機器に前記サブフレームの期間中にダウンリンクデータを送信する手段と
、
　　物理（ＰＨＹ）層において、前記ダウンリンクデータを、前記予め定義された波形で
置き換える手段と、
　　前記基地局において、専用のフィードバック受信経路を通じて、前記キャリブレーシ
ョンシンボルを備える前記サブフレームの少なくとも一部を受信する手段と、
　　前記受信されたキャリブレーションシンボルに少なくとも部分的に基づいて前記基地
局の前記送信経路をキャリブレートする手段と、
　を備える、装置。
【請求項１０】
　前記専用のフィードバック受信経路を通じて、前記ダウンリンクチャネルにおける送信
を監視する手段をさらに備える、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記様々な手段は、前記送信経路をキャリブレートするように構成された前記基地局内
に組み込まれ、前記基地局は、
　　プロセッサと、
　　前記プロセッサと電子的に通信するメモリと、
　　前記メモリに記憶された命令と、を備え、前記命令は、
　　　予め定義された波形を生成することと、
　　　前記予め定義された波形をキャリブレーションシンボルに挿入することと、
　　　サブフレームを構築することと、ここにおいて、前記キャリブレーションシンボル
は、前記サブフレームのデータシンボルに置き換わる、
　　　ダウンリンクチャネルにおいて前記基地局からユーザ機器に前記サブフレームを送
信することと、
　　　前記基地局において、専用のフィードバック受信経路を通じて、前記キャリブレー
ションシンボルを備える前記サブフレームの少なくとも一部を受信することと、
　　　前記受信されたキャリブレーションシンボルに少なくとも部分的に基づいて前記送
信経路をキャリブレートすることと、
　　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
　前記送信経路をキャリブレートすることは、
　　前記受信されたキャリブレーションシンボルに少なくとも部分的に基づいて、送信経
路の障害を推定することと、
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　　前記送信経路の障害に少なくとも部分的に基づいて、補償値を決定することと、
　　前記補償値に少なくとも部分的に基づいて、前記基地局の前記送信経路をキャリブレ
ートすることと、
　を備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記命令は、
　　前記サブフレームの期間中にダウンリンクリソースのゼロ割当てを前記ユーザ機器に
シグナリングするために、前記サブフレームの制御シンボルを送信することを行うように
、前記プロセッサによって実行可能である、
　請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記予め定義された波形は、
　　前記送信経路の同相／直交（Ｉ／Ｑ）インバランスを推定するためのアプリオリトー
ンを備え、
　または、前記予め定義された波形は、
　　最大有効チャネルバンド幅にわたる、電力増幅器の最大送信電力信号の表現を備え、
　特に、前記命令は、
　　前記電力増幅器の線形化のためのデジタルプリディストーション係数を推定するため
に、前記予め定義された波形を使用することを行うように、前記プロセッサによって実行
可能である、
　請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　コンピュータ上で実行されたときに請求項１から請求項８のうちのいずれか一項に記載
の方法を実施するための命令を備える、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]本特許出願は、２０１４年２月４日に出願された、「CALIBRATION OF A DOWNLIN
K TRANSMIT PATH OF A BASE STATION」と題される、Ｇｏｔｍａｎによる、米国特許出願
第１４／１７２，６７０号と、２０１３年２月１３日に出願された、「CALIBRATION OF A
 DOWNLINK TRANSMIT PATH OF A BASE STATION」と題される、Ｇｏｔｍａｎによる、米国
特許仮出願第６１／７６４，１６９号明細書とに対する優先権を主張するものであり、こ
れらの各々は、本明細書の譲受人に譲渡される。
【０００２】
　[0002]以下は、一般に、ワイヤレス通信に関し、より詳細には、基地局の送信経路をキ
ャリブレートするためのシステム及び方法に関する。ワイヤレス通信システムは、音声、
ビデオ、パケットデータ、メッセージング、放送等の、様々なタイプの通信コンテンツを
提供するために幅広く展開されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソー
ス（例えば、時間、周波数、及び電力）を共有することにより、マルチプルなユーザとの
通信をサポートすることが可能な多元接続システムであり得る。このような多元接続シス
テムの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）シス
テム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、及び直交周波数分割多元接続（ＯＦＤ
ＭＡ）システムを含む。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]一般に、ワイヤレス多元接続通信システムは、多数の基地局を含み、それらの各
々は、マルチプルなモバイルデバイスのための通信を同時にサポートする。基地局は、ダ
ウンストリーム及びアップストリームリンクにおいて、モバイルデバイスと通信し得る。
各基地局は、カバレッジ範囲を有し、これは、セルのカバレッジエリアと呼ばれ得る。基
地局のシステム動作中に、様々な基地局構成要素が、（例えば、熱的及び時間的変動に起
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因して）ダウンリンク送信経路内に障害を発生させ得る。これら障害は、基地局から送信
されるダウンリンク信号の品質を低下させ得る。
【発明の概要】
【０００４】
　[0004]説明される特徴は、一般に、基地局のための送信経路をキャリブレートする、１
つ又は複数の改良された方法、システム、及びデバイスに関する。サブフレームの少なく
とも１つのキャリブレーションシンボルが、ダウンリンクチャネルにおける送信のために
生成され得る。キャリブレーションシンボルは、予め定義された又は予め記憶された波形
を含み得る。波形は、基地局の送信経路をキャリブレートするために使用され得る。例え
ば、波形は、送信チェーンの無線周波数（ＲＦ）成分の変動によって引き起こされる、送
信経路内の障害を補償するために使用され得る。キャリブレーションシンボルは、サブフ
レームの１つ又は複数のデータシンボルを置き換え得る。制御シンボルはまた、サブフレ
ームの期間中に送信され得る。制御シンボルは、例えば、モバイルデバイスが、様々なタ
イミング及び同期手順を実施することを可能にするために、ダウンリンク制御チャネル及
びダウンリンク基準信号と関連付けられ得る。制御シンボルは、モバイルデバイスがサブ
フレームの期間中にダウンリンクリソースのゼロ割当てを受信したことを、モバイルデバ
イスに対してシグナリングするために使用され得る。
【０００５】
　[0005]基地局の送信経路をキャリブレートする方法が、説明される。サブフレームのキ
ャリブレーションシンボルが、生成され得る。サブフレームのキャリブレーションシンボ
ルは、ダウンリンクチャネルにおいて送信され得る。キャリブレーションシンボルは、基
地局の送信経路をキャリブレートするために、予め定義された波形を含み得る。サブフレ
ームの少なくとも一部は、専用のフィードバック受信経路を通じて受信され得る。受信さ
れたサブフレームの一部は、キャリブレーションシンボルを含み得る。
【０００６】
　[0006]１つの例では、基地局の送信経路は、受信されたキャリブレーションシンボルに
少なくとも部分的に基づいてキャリブレートされ得る。１つの構成では、送信経路の障害
は、受信されたキャリブレーションシンボルに基づいて推定され得る。補償値は、送信経
路の障害に少なくとも部分的に基づいて、決定され得る。基地局の送信経路は、補償値に
基づいてキャリブレートされ得る。ダウンリンクチャネルにおける送信は、専用のフィー
ドバック受信経路を通じて監視され得る。
【０００７】
　[0007]一実施形態では、サブフレームの制御シンボルが、送信され得る。制御シンボル
は、ダウンリンク基準信号及びダウンリンク制御チャネルのうちの一方又は両方に関連付
けられ得る。サブフレームの制御シンボルは、サブフレームの期間中にダウンリンクリソ
ースのゼロ割当てをモバイルデバイスに対してシグナリングするために送信され得る。
【０００８】
　[0008]１つの構成では、ダウンリンクデータは、サブフレームの期間中にモバイルデバ
イスに対して、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）層において、送信され得る。一実施形態
では、ダウンリンクデータは、物理（ＰＨＹ）層において、予め定義された波形で置き換
えられ得る。否定応答（ＮＡＣＫ）が、モバイルデバイスから受信され、ダウンリンクデ
ータが、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）手順に従って、ＭＡＣ層において再送信
され得る。
【０００９】
　[0009]一実施形態では、サブフレームのデータシンボルは、キャリブレーションシンボ
ルで置き換えられ得る。予め定義された波形は、最大の有効チャネルバンド幅にわたる電
力増幅器の最大送信電力信号の表現を含み得る。予め定義された波形は、電力増幅器の線
形化のためのデジタルプリディストーション係数を推定するために使用され得る。
【００１０】
　[0010]１つの構成では、予め定義された波形は、送信経路の同相／直交（Ｉ／Ｑ）イン
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バランスを推定するために、アプリオリトーンを含み得る。予め定義された波形は、送信
経路内の、Ｉ／Ｑインバランスによって引き起こされるイメージ（image）を推定するた
めに使用され得る。Ｉ／Ｑインバランスは、推定されたイメージに少なくとも部分的に基
づいて推定され得る。
【００１１】
　[0011]一実施形態では、基地局の第１のアンテナの第１の送信経路が、波形の第１のス
ロットの期間中にキャリブレートされ得る。第１のスロットは、第１のアンテナの第１の
送信経路をキャリブレートするために、第１の予め定義された波形を搬送するためのキャ
リブレーションシンボルを含み得る。１つの構成では、基地局の第２のアンテナの第２の
送信経路が、波形の第２のスロットの期間中にキャリブレートされ得る。第２のスロット
は、第２のアンテナの第２の送信経路をキャリブレートするために、第２の予め定義され
た波形を搬送するためのキャリブレーションシンボルを含み得る。
【００１２】
　[0012]１つの例では、ダウンリンク基準信号を含む少なくとも３つの追加のシンボルが
送信され得る。ダウンリンク制御チャネルは、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣ
Ｈ）、物理制御フォーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）、又は物理ハイブリ
ッド自動要求インジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）のうちの少なくとも１つを含み得る。
【００１３】
　[0013]送信経路をキャリブレートするように構成された基地局がまた、説明される。基
地局は、プロセッサと、プロセッサと電子的に通信するメモリとを含み得る。命令は、メ
モリに記憶され得る。命令は、サブフレームのキャリブレーションシンボルを生成し、ダ
ウンリンクチャネルにおいてサブフレームのキャリブレーションシンボルを送信し、キャ
リブレーションシンボルを含むサブフレームの少なくとも一部を受信するために、プロセ
ッサによって実行可能であり得る。キャリブレーションシンボルは、基地局の送信経路を
キャリブレートするために、予め定義された波形を含み得る。サブフレームの少なくとも
一部は、専用のフィードバック受信経路を通じて受信され得る。
【００１４】
　[0014]基地局の送信経路をキャリブレートする装置がまた、説明される。装置は、サブ
フレームのキャリブレーションシンボルを生成する手段と、ダウンリンクチャネルにおい
てサブフレームのキャリブレーションシンボルを送信する手段と、キャリブレーションシ
ンボルを含むサブフレームの少なくとも一部を受信する手段とを含み得る。キャリブレー
ションシンボルは、基地局の送信経路をキャリブレートするために、予め定義された波形
を含み得る。サブフレームの少なくとも一部は、専用のフィードバック受信経路を通じて
受信され得る。
【００１５】
　[0015]基地局の送信経路をキャリブレートするコンピュータプログラム製品がまた、説
明される。コンピュータプログラム製品は、サブフレームのキャリブレーションシンボル
を生成し、ダウンリンクチャネルにおいてサブフレームのキャリブレーションシンボルを
送信し、キャリブレーションシンボルを含むサブフレームの少なくとも一部を受信するた
めに、プロセッサによって実行可能な命令を記憶する、非一時的なコンピュータ可読媒体
を含む。キャリブレーションシンボルは、基地局の送信経路をキャリブレートするために
、予め定義された波形を含み得る。サブフレームの少なくとも一部は、専用のフィードバ
ック受信経路を通じて受信され得る。
【００１６】
　[0016]記載される方法及び装置の適用可能性のさらなる範囲が、以下の詳細な説明、特
許請求の範囲及び図面から明らかになるであろう。本記載の趣旨及び範囲内の様々な変更
及び修正が当業者には明らかであるので、詳細な説明及び具体例は、例示のために与えら
れるものにすぎない。
【００１７】
　[0017]本発明の性質及び利点のさらなる理解が、以下の図面を参照することによって実
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現され得る。添付の図では、同様の構成要素又は特徴は、同じ参照符号を有し得る。さら
に、同じタイプの様々な構成要素は、類似の構成要素間を区別するダッシュ及び第２の符
号を参照符号の後につけることによって、区別され得る。第１の参照符号のみが本明細書
で使用されている場合、その説明は、第２の参照符号に関わらず、同じ第１の参照符号を
有する類似の構成要素のいずれにも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】[0018]図１は、ワイヤレス通信システムのブロック図を示す。
【図２】[0019]図２は、本システム及び方法による、基地局の一実施形態を示すブロック
図である。
【図３】[0020]図３は、本システム及び方法による、基地局のさらなる実施形態を示すブ
ロック図である。
【図４】[0021]図４は、様々な実施形態による、送信経路キャリブレーションモジュール
の一実施形態を示すブロック図である。
【図５】[0022]図５は、送信経路キャリブレーションモジュールのさらなる実施形態を示
すブロック図である。
【図６】[0023]図６は、基地局及びモバイルデバイスを含む、ＭＩＭＯ通信システムのブ
ロック図である。
【図７】[0024]図７は、基地局の送信経路をキャリブレートする方法の例を示すフローチ
ャートである。
【図８】[0025]図８は、基地局の送信経路をキャリブレートする方法のさらなる例を示す
フローチャートである。
【図９】[0026]図９は、基地局の送信経路をキャリブレートする方法のさらなる例を示す
フローチャートである。
【詳細な説明】
【００１９】
　[0027]ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）基地局（発展型ノードＢ（ｅＮＢ
））では、ダウンリンク通信の送信経路が、送信経路内の、様々なＲＦ成分によって発生
した様々な障害を補償するためにキャリブレートされ得る。いくつかのケースでは、キャ
リブレーション手順は、製造時及び／又はシステムスタートアップ時に実施され得る。こ
れらの手順は、送信チェーンを介して送信され、次いで専用の受信フィードバック経路を
介して受信される、特別に構成され最適化された波形を使用し得る。フィードバック経路
は、障害を推定し、補償値を導出するために使用され得る。
【００２０】
　[0028]一実施形態では、障害が、熱的及び時間的変動にさらされ得る。結果として、周
期的なキャリブレーション手順が、ｅＮＢのシステム動作中に実行され得る。一実施形態
では、特別に構成されたサブフレームが、送信経路を介して送信され、専用の受信フィー
ドバック経路を介して受信され得る。１つの構成では、制御情報を含むサブフレームのシ
ンボルは、変化しないままであり得る。しかし、サブフレームは、データシンボルの代わ
りにキャリブレーションシンボルを含み得る。キャリブレーションシンボルは、送信経路
の障害を推定するために、専用のフィードバック受信経路の受信機によって使用され得る
、予め定義された波形を含み得る。推定された障害は、これらの障害を補償するため、補
償値（すなわち、係数）を導出および／または推定するために使用され得る。結果として
、基地局の送信経路は、通常はサブフレームのデータシンボルの期間中に送信されるデー
タトラフィックの代わりに、予め定義された波形を用いることにより、通常の動作状態の
間にキャリブレートされ得る。
【００２１】
　[0029]したがって、以下の説明は、例を提供するものであり、特許請求の範囲に記載の
範囲、適用可能性、又は構成を限定するものではない。本開示の趣旨及び範囲から逸脱す
ることなく、論じられる要素の機能及び配置に変更が加えられ得る。様々な実施形態は、
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必要に応じて、様々な手順又は構成要素を省略、置換、又は追加し得る。例えば、説明さ
れる方法は、説明されたものとは異なる順序で実行されることができ、様々な工程が、追
加され、省略され、又は組み合わされ得る。また、特定の実施形態に関して説明された特
徴は、他の実施形態において組み合わされ得る。
【００２２】
　[0030]最初に図１を参照すると、図は、ワイヤレス通信システム１００の一例を示す。
システム１００は、基地局（又はセル）１０５、通信デバイス１１５、及びコアネットワ
ーク１３０を含む。基地局１０５は、様々な実施形態においてコアネットワーク１３０又
は基地局１０５の一部であり得る基地局コントローラの制御下で、通信デバイス１１５と
通信し得る。基地局１０５は、制御情報及び／又はユーザデータを、バックホールリンク
１３２を介してコアネットワーク１３０と通信し得る。いくつかの実施形態では、基地局
１０５は、有線又は無線通信リンクであり得るバックホールリンク１３４を通じて、直接
的に又は間接的に、互いに通信し得る。システム１００は、マルチプルなキャリア（異な
る周波数の波形信号）上の動作をサポートし得る。マルチキャリア送信機は、マルチプル
なキャリアにおいて、同時に、変調信号を送信し得る。例えば、各通信リンク１２５は、
様々な無線技術によって変調されたマルチキャリア信号であり得る。各変調信号は、異な
るキャリアで送られ、制御情報（例えば、基準信号、制御チャネル等）、オーバーヘッド
情報、データ等を搬送し得る。
【００２３】
　[0031]基地局１０５は、１つ又は複数の基地局アンテナを介して、デバイス１１５とワ
イヤレスに通信し得る。基地局１０５のサイトの各々は、それぞれの地理的エリア１１０
に通信カバレッジを提供し得る。いくつかの実施形態では、基地局１０５は、トランシー
バ基地局、無線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、基本サービスセット（Ｂ
ＳＳ）、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、ノードＢ、発展型ノードＢ（ｅノードＢ、又は
ｅＮＢ）、ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、又は何らかの他の適切な用語で称され得
る。基地局についてのカバレッジエリア１１０は、カバレッジエリアの一部のみを構成す
るセクタに分割され得る。システム１００は、異なるタイプの基地局１０５（例えば、マ
クロ基地局、ミクロ基地局、及び／又はピコ基地局）を含み得る。異なる技術について重
複するカバレッジエリアが存在し得る。
【００２４】
　[0032]いくつかの実施形態では、システム１００は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワーク
であり得る。ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークでは、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）、及びユ
ーザ機器（ＵＥ）という用語は、一般に、それぞれ、基地局１０５及びデバイス１１５を
説明するために使用され得る。システム１００は、異なるタイプのｅＮＢが様々な地理的
領域にカバレッジを提供する、異種ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークであり得る。例えば
、各ｅＮＢ１０５は、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、及び／又は他のタイプのセ
ルに通信カバレッジを提供し得る。マクロセルは、一般に、比較的大きな地理的エリア（
例えば、半径数キロメートル）をカバーし、ネットワークプロバイダのサービスに加入済
みのＵＥによる、無制限のアクセスを許可し得る。ピコセルは、一般に、比較的小さな地
理的エリアをカバーし、ネットワークプロバイダのサービスに加入済みのＵＥによる無制
限のアクセスを許可し得る。フェムトセルはまた、一般に、比較的小さな地理的エリア（
例えば、住宅）をカバーし、無制限のアクセスに加えて、フェムトセルとの関連を有する
ＵＥ（例えば、クローズド加入者グループ（ＣＳＧ）のＵＥ、住宅内のユーザ用のＵＥ等
）による、制限されたアクセスを提供し得る。マクロセル用のｅＮＢは、マクロｅＮＢと
呼ばれ得る。ピコセル用のｅＮＢは、ピコｅＮＢと呼ばれ得る。そして、フェムトセル用
のｅＮＢは、フェムトｅＮＢ又はホームｅＮＢと称され得る。ｅＮＢは、１つ又はマルチ
プルな（例えば、２つ、３つ、４つ等の）セルをサポートし得る。一実施形態では、ｅＮ
Ｂ１０５の送信経路は、ｅＮＢ１０５の動作中にキャリブレートされ得る。ｅＮＢ１０５
は、送信経路をキャリブレートするために使用され得る、予め定義された波形を生成、又
はこれにアクセスし得る。波形は、サブフレームのキャリブレーションシンボルに挿入さ
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れ得る。サブフレームのキャリブレーションシンボルは、データシンボルの代わりに使用
され得る。キャリブレーション手順に続いて、データシンボルの送信が、再開し得る。
【００２５】
　[0033]コアネットワーク１３０は、バックホール１３２（例えば、Ｓ１等）を介して、
ｅＮＢ１０５と通信し得る。ｅＮＢ１０５はまた、例えば、直接的に、あるいは、バック
ホールリンク１３４（例えば、Ｘ２等）を介して、及び／又は（例えば、コアネットワー
ク１３０を通じて）バックホールリンク１３２を介して間接的に、互いに通信し得る。ワ
イヤレスシステム１００は、同期又は非同期動作をサポートし得る。同期動作に関して、
ｅＮＢは、類似のフレームタイミングを有し、異なるｅＮＢからの送信は、時間的にほぼ
揃えられ（aligned）得る。非同期動作に関して、ｅＮＢは、異なるフレームタイミング
を有し、異なるｅＮＢからの送信は、時間的に揃えられない。本明細書で説明される技法
は、同期又は非同期動作のいずれかのために使用され得る。
【００２６】
　[0034]ＵＥ１１５は、ワイヤレスシステム１００の全体にわたって分散され、各ＵＥは
、固定式又は移動式であり得る。ＵＥ１１５はまた、当業者には、移動局、加入者局、モ
バイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデ
バイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、移動加入者
局、アクセス端末、移動端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエ
ージェント、移動クライアント、クライアント、又は他の何らかの適切な用語で呼ばれ得
る。ＵＥ１１５は、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ワイヤレス
通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュ
ータ、コードレス電話、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局等であり得る。ＵＥは、
マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、中継器等と通信可能であり得る。１つの構
成では、ＵＥ１１５は、ｅＮＢ１０５からのダウンリンク送信を監視し得る。キャリブレ
ーションシンボルを有するサブフレームが、ｅＮＢ１０５によって送信されるときには、
サブフレームの制御シンボルは、ＵＥがサブフレームの期間中にゼロのダウンリンクリソ
ースを割り当てられたことを、ＵＥ１１５にシグナリングし得る。結果として、ＵＥ１１
５は、サブフレームの期間中の、ダウンリンクトラフィックデータの監視を中止し得る。
【００２７】
　[0035]ネットワーク１００に示される送信リンク１２５は、モバイルデバイス１１５か
ら基地局１０５へのアップリンク送信、及び／又は基地局１０５からモバイルデバイス１
１５へのダウンリンク送信を含み得る。ダウンリンク送信はまた、順方向リンク送信とも
呼ばれ、アップリンク送信はまた、逆方向リンク送信とも呼ばれる。ワイヤレスシステム
１００は、ＬＴＥ／ＬＴＥアドバンストのアーキテクチャに関して説明されているが、当
業者ならば、本開示を通して表される様々な概念が、他のタイプのワイヤレスネットワー
クに拡張され得ることを、容易に理解するであろう。
【００２８】
　[0036]図２は、本システム及び方法による、ｅＮＢ１０５－ａの一実施形態を示すブロ
ック図２００である。ｅＮＢ１０５－ａは、図１に示されるｅＮＢ１０５の一例であり得
る。ｅＮＢ１０５－ａは、受信機モジュール２０５、キャリブレーティングモジュール２
１０、及び送信機モジュール２１５を含み得る。これらの構成要素の各々は、互いに通信
し得る。
【００２９】
　[0037]ｅＮＢ１０５－ａのこれらの構成要素は、個別にまたはまとめて、ハードウェア
の適用可能な機能のいくつかまたはすべてを実施するように適合された、１つ又は複数の
特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）で実装され得る。代替的に、機能は、１つ又は複数の
集積回路上の、１つ又は複数の他の処理ユニット（又はコア）によって、実施され得る。
他の実施形態では、他のタイプの集積回路（例えば、構造化／プラットフォームＡＳＩＣ
、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、及び他のセミカスタムＩＣ）が
使用され得、これらは、当該技術分野で知られている任意の方法でプログラムされ得る。
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各ユニットの機能はまた、１つ又は複数の汎用プロセッサ又は特定用途向けプロセッサに
よって実行されるようにフォーマットされた、メモリに組み込まれた命令により、全体的
又は部分的に、実装され得る。
【００３０】
　[0038]１つの構成では、受信機モジュール２０５は、セルラー受信機を含み、ＵＥ１１
５からの送信を受信し得る。トラフィックデータ、制御信号等は、１つ又は複数のＵＥ１
１５に対し、送信機モジュール２１５を介して送信され得る。一実施形態では、キャリブ
レーティングモジュール２１０は、サブフレームのキャリブレーションシンボルを生成し
得る。サブフレームは、ＬＴＥダウンリンク無線フレーム内からのサブフレームであり得
る。１つの構成では、キャリブレーションシンボルは、予め定義された波形を含み得る。
いくつかのケースでは、波形は、受信機モジュール２０５及び／又はキャリブレーティン
グモジュール２１０によって、専用のフィードバック受信経路を通じるなどして、受信さ
れ得る。波形は、ｅＮＢ１０５－ａの送信経路をキャリブレートするためにモジュール２
１０によって使用され得る。キャリブレーティングモジュール２１０に関する追加の詳細
が、以下に説明される。
【００３１】
　[0039]図３は、本システム及び方法による、ｅＮＢ１０５－ｂの一実施形態を示すブロ
ック図３００である。ｅＮＢ１０５－ｂは、図１及び／又は図２に示されるｅＮＢ１０５
の一例であり得る。ｅＮＢ１０５－ｂは、受信機モジュール２０５、キャリブレーティン
グモジュール２１０－ａ、及び送信機モジュール２１５を含み得る。これらの構成要素の
各々は、互いに通信し得る。
【００３２】
　[0040]ｅＮＢ１０５－ｂのこれらの構成要素は、個別にまたはまとめて、ハードウェア
の適用可能な機能のいくつかまたはすべてを実施するように適合された、１つ又は複数の
特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）で実装され得る。代替的に、機能は、１つ又は複数の
集積回路上の、１つ又は複数の他の処理ユニット（又はコア）によって、実施され得る。
他の実施形態では、他のタイプの集積回路（例えば、構造化／プラットフォームＡＳＩＣ
、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、及び他のセミカスタムＩＣ）が
使用され得、これらは、当該技術分野で知られている任意の方法でプログラムされ得る。
各ユニットの機能はまた、１つ又は複数の汎用プロセッサ又は特定用途向けプロセッサに
よって実行されるようにフォーマットされた、メモリに組み込まれた命令により、全体的
又は部分的に、実装され得る。
【００３３】
　[0041]１つの構成では、受信機モジュール２０５及び送信機モジュール２１５は、すで
に説明したように、様々な受信動作及び送信動作を実施し得る。一実施形態では、キャリ
ブレーティングモジュール２１０－ａは、送信経路キャリブレーションモジュール３０５
、及び送信経路選択モジュール３１０を含み得る。
【００３４】
　[0042]送信経路キャリブレーションモジュール３０５は、専用のフィードバック受信経
路を通じて、ダウンリンク送信を監視し得る。モジュール３０５は、専用のフィードバッ
ク受信経路を介して、ダウンリンクチャネルにおけるサブフレームの少なくとも一部を受
信し得る。一実施形態では、サブフレームの少なくとも一部は、予め定義された波形を含
むキャリブレーションシンボルを含み得る。送信経路キャリブレーションモジュール３０
５は、ｅＮＢ１０５－ｂの送信経路をキャリブレートするために、予め定義された波形を
使用し得る。
【００３５】
　[0043]１つの構成では、送信経路選択モジュール３１０は、ｅＮＢ１０５－ｂのいくつ
かのアンテナからのダウンリンク送信を監視し得る。モジュール３１０は、専用のフィー
ドバック受信経路を通じて、これらの送信を監視し得る。選択モジュール３１０は、受信
経路を介して、サブフレームの少なくとも一部を受信し得る。サブフレームは、第１のス
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ロットを含み得る。第１のスロットは、少なくとも１つのキャリブレーションシンボルを
含み得る。第１のキャリブレーションシンボルは、第１の予め定義された波形を含み得る
。１つの構成では、選択モジュール３１０は、第１のアンテナの第１の送信経路を選択し
得る。選択された第１の送信経路は、第１の予め定義された波形を使用して、サブフレー
ムの第１のスロットの期間中にキャリブレートされ得る。
【００３６】
　[0044]サブフレームの第２のスロットの期間中に、送信経路選択モジュール３１０は、
ｅＮＢ１０５－ｂの第２のアンテナの第２の送信経路を選択し得る。第２のスロットは、
少なくとも１つのキャリブレーションシンボルを含み得る。このシンボルは、第２の予め
定義された波形を含み得る。第１の波形及び第２の波形は、異なるものであり得、又はこ
れらは同じものであり得る。１つの例では、モジュール３１０によって選択される第２の
送信経路は、サブフレームの第２のスロットの期間中に、第２の予め定義された波形を使
用してキャリブレートされ得る。送信経路選択モジュール３１０は、ダウンリンクサブフ
レームの異なるスロットの少なくとも一部の期間中にキャリブレートすべき異なる送信経
路を選択し続け得る。マルチプルな無線アンテナ及び単一のフィードバックパイプについ
て、異なる送信経路からの特定のキャリブレーションシンボルがサンプリングされ得る。
１つの例として、２つのアンテナポートに関しては、サブフレームのスロット０のシンボ
ル１、２、３、４、５、６が、アンテナポート０についてサンプリングされ、サブフレー
ムのスロット１の対応するシンボルが、アンテナポート１について送信経路をキャリブレ
ートするためにサンプリングされ得る。
【００３７】
　[0045]図４は、送信経路キャリブレーションモジュール３０５－ａの一実施形態を示す
ブロック図４００である。モジュール３０５－ａは、図３に説明されたモジュール３０５
の一例であり得る。１つの例では、モジュール３０５－ａは、ｅＮＢ１０５の送信経路に
含まれる、様々な構成要素を含み得る。例えば、送信経路モジュール３０５－ａは、ベー
スバンド変調器４０５、推定モジュール４１０、デジタルフロントエンド（ＤＦＥ）モジ
ュール４１５、無線周波数（ＲＦ）モジュール４２０、及び電力増幅器（ＰＡ）４２５を
含み得る。
【００３８】
　[0046]１つの構成では、ベースバンド変調器４０５は、ベースバンド信号を変調し、変
調された信号は、ＤＦＥモジュール４１５に渡され得る。１つの例では、ベースバンド変
調器４０５は、ＤＦＥモジュール４１５の一部であり得る。ＤＦＥモジュール４１５は、
変調されたベースバンド信号に対して様々なデジタル信号処理（ＤＳＰ）技法を実施し、
デジタル信号は、アナログ信号に変換され、ＲＦモジュール４２０に渡され得る。ＲＦモ
ジュール４２０は、アナログ信号をフィルタリングし、ＰＡ４２５は、信号がｅＮＢ１０
５のアンテナ４３５を介して送信される前に、アナログ信号を増幅し得る。一実施形態で
は、専用のフィードバック受信経路４３０は、ＰＡ４２５の出力のところに存在し得る。
フィードバック経路４３０は、推定モジュール４１０に入力され得る。推定モジュール４
１０は、ｅＮＢ１０５の送信経路の様々な障害を推定するために、専用のフィードバック
経路４３０を使用し得る。モジュール４１０は、ＰＡ４２５の線形化のためのデジタルプ
リディストーション係数を算出し得る。一実施形態では、算出された係数は、ベースバン
ド変調器４０５及びＤＦＥモジュール４１５に転送され得る。いくつかのケースでは、キ
ャリブレーションが実施されるために、ＵＥ１１５との接続が確立される必要はないこと
に留意されたい。１つの例では、専用のフィードバック受信経路４３０が推定モジュール
４１０に入力され得るので、ｅＮＢ１０５は、送信経路キャリブレーションのためにＵＥ
１１５から何も受信する必要がない。送信経路キャリブレーションモジュール３０５－ａ
に関する詳細が、以下に説明される。
【００３９】
　[0047]図５は、送信経路キャリブレーションモジュール３０５－ｂの１つの構成を示す
ブロック図である。キャリブレーションモジュール３０５－ｂは、図３及び／又は図４に
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説明されたキャリブレーションモジュール３０５の一例であり得る。１つの例では、モジ
ュール３０５－ｂは、ｅＮＢ１０５の送信経路に含まれる様々な構成要素を含み得る。例
えば、送信経路モジュール３０５－ｂは、ベースバンド変調器４０５－ａ、推定モジュー
ル４１０－ａ、ＤＦＥモジュール４１５－ａ、デジタル－アナログ変換器（ＤＡＣ）５４
５、ＲＦモジュール４２０－ａ、ＰＡ４２５、及び専用のフィードバックパイプ５６０を
含み得る。
【００４０】
　[0048]１つの構成では、ベースバンド変調器４０５－ａは、波形生成モジュール５０５
を含み得る。モジュール５０５は、ｅＮＢ１０５の送信経路をキャリブレートするために
使用され得る、少なくとも１つの予め定義された波形を生成し得る。１つの例では、波形
生成モジュール５０５は、ｅＮＢ１０５のメモリに事前に記憶された１つ又は複数の波形
を取り出し得る。１つの構成では、波形は、サブフレームのキャリブレーションシンボル
の期間中に、ｅＮＢ１０５の送信経路に通され得る。サブフレームは、ＬＴＥダウンリン
ク送信に使用される無線フレーム内のサブフレームであり得る。
【００４１】
　[0049]一実施形態では、予め定義された波形は、ｅＮＢ１０５の送信経路の様々なアス
ペクトをキャリブレートするように使用され得る。送信経路は、アナログ及びＲＦ成分（
例えば、同相／直交（Ｉ／Ｑ）変調器５５５、アナログフィルタ５５０、ＰＡ４２５等）
によって発生させられ得る様々な障害を補償するようにキャリブレートされ得る。これら
の障害は、Ｉ／Ｑ構成要素の利得と位相との間のミスマッチ、局部発振器（ＬＯ）の漏れ
、利得変動、及び非線形効果を含み得る。いくつかの実施形態では、障害は、熱的及び時
間的変動にさらされ得る。結果として、予め定義された波形が、ｅＮＢの通常のシステム
動作中に送信経路をキャリブレートするために使用され得る。送信経路のキャリブレーシ
ョンは、周期的間隔、又は非周期的間隔で起こり得る。組み込まれたフィードバック受信
経路は、送信経路をキャリブレートするために使用され得る。専用のフィードバックパイ
プ５６０は、フィードバック受信経路を提供し得る。推定モジュール４１０－ａは、フィ
ードバックを受信し得る。一実施形態では、障害推定モジュール５１０は、フィードバッ
ク受信経路から送信経路の様々な障害を推定し得る。係数推定モジュール５１５は、送信
経路をキャリブレートするために係数を推定し得る。推定された係数は、ｅＮＢ１０５の
ＤＦＥモジュール４１５－ａ及びベースバンド変調器４０５－ａに渡され得る。ＤＦＥモ
ジュール４１５－ａは、サンプルレート変換器５２０、デジタルプリディストーションモ
ジュール５３０、同相／直交（Ｉ／Ｑ）インバランス補償モジュール５３５、及び送信機
等化器５４０を含み得る。
【００４２】
　[0050]１つの例では、キャリブレーションシンボルは、Ｉ／Ｑインバランスを推定する
ために使用される波形を搬送し得る。一実施形態では、キャリブレーションシンボルは、
（推定モジュール４１０－ａ等の）受信機にアプリオリに知られている、１つ又はいくつ
かのトーンを搬送し得る。１つの構成では、スペクトルにおける単一のトーンは、キャリ
ブレーションシンボルの期間中に送信され得る。障害推定モジュール５１０は、送信経路
内のＩ／Ｑインバランスによって引き起こされる、１つまたは複数のイメージ（an image
 or images）を推定するために、予め定義された波形を使用し得る。例えば、スペクトル
の下側バンドにおける１つ又は複数のイメージの推定が生成され得る。１つの構成では、
イメージ（１つまたは複数）は、ｅＮＢ１０５の送信経路内のＩ／Ｑインバランスの結果
であり得る。Ｉ／Ｑインバランスは、推定された１つ又は複数のイメージに少なくとも部
分的に基づいて、障害推定モジュール５１０によって推定され得る。
【００４３】
　[0051]別の例では、キャリブレーションシンボルは、最大送信電力シンボルの統計的表
現を提供する最適化された波形と共にロードされ得る。例えば、波形は、ＰＡ４２５が伝
達するように設計された、全チャネルバンド幅にわたる最大電力又は最適電力を表し得る
。これらの波形は、ＰＡ４２５の線形化のためのプリディストーション推定のために有用
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であり得る。１つの構成では、波形は、正確な量のディストーションを受け得る。結果と
して、係数が、ＤＦＥ４１５－ａのデジタルプリディストーションモジュール５３０のた
めに、係数推定モジュール５１５によって推定され得る。
【００４４】
　[0052]ＰＡ４２５によって引き起こされる障害を推定するために使用される波形は、Ｐ
Ａ４２５の既知の直線性の最大推定を提供するようにアプリオリに構築され得る。通常、
デジタルプリディストーションにより、基準の役割を果たす、送信された、プリディスト
ーションされた波形が、サンプリングされ得る。ＰＡ４２５の出力も、サンプリングされ
得る。ＰＡ出力は、その後、プリディストーション係数を推定するために、プリディスト
ーションされた基準と比較され得る。本システム及び方法は、予め定義された波形が推定
モジュール４１０－ａにアプリオリに知られている場合があるので、送信経路のサンプリ
ングを回避し得る。１つの構成では、予め定義された波形は、ｅＮＢ１０５のメモリに予
め記憶され得る。結果として、ｅＮＢ１０５のシステム動作中に、プリディストーション
された波形をサンプリングする必要性は、生じない。一実施形態では、キャリブレーショ
ンシンボルは、異なるタイプの障害を検出するために、サブフレーム及び／又はフレーム
内で変化し得る。例えば、サブフレーム内の１つのキャリブレーションシンボルは、Ｉ／
Ｑインバランスを検出するために使用され、サブフレーム内の第２のキャリブレーション
シンボルは、ＰＡによって引き起こされる障害を検出するために使用され得る。
【００４５】
　[0053]１つの構成では、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）データ通信プロトコル副層は
、キャリブレーションの目的で予め定義された波形を搬送するために使用されるこれらの
キャリブレーションシンボルを認識しない可能性があり得る。結果として、ＭＡＣ層は、
サブフレームの期間中に１つ又は複数のＵＥ１１５にダウンリンクデータを継続的に送信
し得る。一実施形態では、物理（ＰＨＹ）層は、１つ又は複数の予め定義された波形によ
りダウンリンクデータを搬送するサブフレームのデータシンボルをオーバーライドし得る
。結果として、ＵＥ１１５は、ダウンリンク情報を受信しない場合があり得る。ＵＥ１１
５は、ｅＮＢ１０５に、否定応答（ＮＡＣＫ）を送信し得る。ｅＮＢ１０５は、ハイブリ
ッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）手順に従って、ダウンリンクデータを再送信し得る。一実
施形態では、ｅＮＢ１０５は、ＰＨＹ層が予め定義された波形によりデータシンボルをオ
ーバーライドしたことを認識することなく、ＨＡＲＱメカニズムに従ってダウンリンクデ
ータを再送信し得る。
【００４６】
　[0054]１つの構成では、ＭＡＣ層は、送信経路の周期的なキャリブレーションを認識し
得る。１つの例では、ＭＡＣスケジューラは、キャリブレーション目的で使用されるサブ
フレームの期間中にＵＥ１１５に対して事前に割り当てられたダウンリンクリソースを保
存し得る。しかし、サブフレームの制御シンボルは、ＵＥ１１５に対してこれらのダウン
リンクリソースのゼロ割当てをシグナリングし得る。結果として、ＵＥは、このサブフレ
ームにおけるダウンリンクトラフィックを監視しないようにシグナリングされ得る。制御
シンボルは、ダウンリンク基準信号（ＲＳ）（すなわち、パイロット信号）及びダウンリ
ンク制御チャネル（ＤＣＣＨ）の一方又は両方を含み得るか、又はこれらに関連付けられ
得る。ＤＣＣＨの例は、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）、物理制御フォー
マットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）、及び物理ハイブリッドＡＲＱインジケー
タチャネル（ＰＨＩＣＨ）を含み得るが、これらに限定されない。
【００４７】
　[0055]１つの構成では、第１サブフレームのキャリブレーションシンボル及び制御シン
ボルが送信され得る。キャリブレーションシンボルは、以上で説明されたように、キャリ
ブレーションのための予め定義された波形を含み得る。制御シンボルは、ダウンリンク基
準信号及び／又はダウンリンク制御チャネルを含み得るか、又はこれらに関連付けられ得
る。いくつかのケースでは、ダウンリンク基準信号は、ＬＴＥセル固有基準信号など、標
準的なパイロットシンボルを含み得る。セル固有基準信号は、送信アンテナポートの数な
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らびに送信モードに依存し得る。様々な実施形態では、ダウンリンク基準信号は、セル固
有基準信号、復調基準信号、チャネル状態情報（ＣＳＩ）基準信号、ポジショニング基準
信号、及び／又はマルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス単一周波数ネ
ットワーク（ＭＢＳＦＮ）基準信号を含み得る。一実施形態では、特定の数の追加のシン
ボルが、制御シンボルに続いて送信され得る。１つの構成では、少なくとも３つの追加の
シンボルが送信され得る。これらの追加のシンボルは、データサブキャリアがＲＳトーン
でインターリーブされた、データＯＦＤＭシンボルであり得る。１つの例では、第２のサ
ブフレームは、ダウンリンクトラフィックデータを送信するために、制御シンボル及びデ
ータシンボルを含み得る。第２のサブフレームは、第１のサブフレームとは異なり得る。
一実施形態では、制御シンボルは、第１のサブフレームから第２のサブフレームに、変化
しないままであり得る。
【００４８】
　[0056]図６は、基地局（ｅＮＢ）１０５－ｃ及びモバイルデバイス（ＵＥ）１１５－ａ
を含む、ＭＩＭＯ通信システム６００のブロック図である。このシステム６００は、図１
のシステム１００の態様を示し得る。基地局１０５－ｃは、アンテナ６３４－ａ～６３４
－ｘを備え、モバイルデバイス１１５－ａは、アンテナ６５２－ａ～６５２－ｎを備え得
る。システム６００では、基地局１０５－ｃは、同時にマルチプルな通信リンクを介して
データを送信可能であり得る。各通信リンクは、「層」と呼ばれ、通信リンクの「ランク
」は、通信に使用される層の数を示し得る。例えば、基地局１０５－ｃが２つの「層」を
送信する２×２ＭＩＭＯシステムでは、基地局１０５－ｃとＵＥ１１５－ａとの間の通信
リンクのランクは、２である。
【００４９】
　[0057]基地局１０５－ｃにおいて、送信プロセッサ６２０は、データソースからデータ
を受信し得る。送信プロセッサ６２０は、データを処理し得る。送信プロセッサ６２０は
また、基準信号及びセル固有基準信号を生成し得る。送信（ＴＸ）ＭＩＭＯプロセッサ６
３０は、適用可能であれば、データシンボル、制御シンボル、及び／又は基準シンボルに
対して、空間処理（例えば、プリコーディング）を実施し、送信変調器６３２－ａ～６３
２－ｘに出力シンボルストリームを提供し得る。各変調器６３２は、出力サンプルストリ
ームを取得するために、（例えば、ＯＦＤＭ等のための）それぞれの出力シンボルストリ
ームを処理し得る。各変調器６３２はさらに、ダウンリンク信号を取得するために、出力
サンプルストリームを処理（例えば、アナログに変換、増幅、フィルタリング、及びアッ
プコンバート）し得る。１つの例では、変調器６３２－ａ～６３２－ｘのダウンリンク信
号は、それぞれ、アンテナ６３４－ａ～アンテナ６３４－ｘを介して送信され得る。
【００５０】
　[0058]モバイルデバイス１１５－ａでは、モバイルデバイスアンテナ６５２－ａ～６５
２－ｎが、基地局１０５－ｃから、ダウンリンク信号を受信し、それぞれ、復調器６５４
－ａ～６５４－ｎに対して、受信された信号を提供し得る。各復調器６５４は、入力サン
プルを取得するために、それぞれの受信された信号を調整（例えば、フィルタリング、増
幅、ダウンコンバート、及びデジタル化）し得る。各復調器６５４はさらに、受信された
シンボルを取得するために、（例えば、ＯＦＤＭ等のための）入力サンプルを処理し得る
。ＭＩＭＯ検出器６５６は、復調器６５４－ａ～６５４－ｎのすべてから、受信されたシ
ンボルを取得し、適用可能であれば、受信されたシンボルに対してＭＩＭＯ検出を実施し
、検出されたシンボルを提供し得る。受信プロセッサ６５８は、検出されたシンボルを処
理（例えば、復調、デインターリーブ、及び復号）し、モバイルデバイス１１５－ａのた
めの復号されたデータを、データ出力に提供し、復号された制御情報を、プロセッサ６８
０、又はメモリ６８２に提供し得る。一実施形態では、ＵＥ１１５－ａは、ダウンリンク
チャネルにおけるダウンリンク送信を監視し得る。ＵＥ１１５－ａは、ダウンリンクチャ
ネルにおける第１のサブフレームを受信し得る。サブフレームは、予め定義された波形を
含むキャリブレーションシンボルを含み得る。１つの構成では、ＵＥ１１５－ａは、基準
信号及びダウンリンク制御チャネルを含む、１つ又は複数の制御シンボルを受信し得る。
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制御シンボルは、サブフレームのダウンリンクリソースのゼロ割当てを、ＵＥ１１５－ａ
に対してシグナリングし得る。１つの例では、ＵＥ１１５－ａは、ダウンリンクリソース
の割り当てをシグナリングする制御シンボルを含む、第２のサブフレームを受信し得る。
第２のサブフレームは、ＵＥ１１５－ａのためのトラフィックデータを含むデータシンボ
ルを含み得る。
【００５１】
　[0059]アップリンクでは、モバイルデバイス１１５－ａにおいて、送信プロセッサ６６
４が、データソースからのデータを受信し、処理し得る。送信プロセッサ６６４はまた、
基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信プロセッサ６６４からのシンボルは、
適用可能であれば、送信ＭＩＭＯプロセッサ６６６によってプリコードされ、（例えば、
ＳＣ－ＦＤＭＡ等のための）復調器６５４－ａ～６５４－ｎによってさらに処理され、基
地局１０５－ｃから受信された送信パラメータ（例えば、割り当てられたリソースの識別
）に従って基地局１０５－ｃに送信され得る。基地局１０５－ｃにおいては、モバイルデ
バイス１１５－ａからのアップリンク信号は、アンテナ６３４によって受信され、復調器
６３２によって処理され、適用可能であれば、ＭＩＭＯ検出器６３６によって検出され、
受信プロセッサによってさらに処理され得る。受信プロセッサ６３８は、データ出力及び
プロセッサ６４０に対して、復号されたデータを提供し得る。プロセッサ６４０は、キャ
リブレーティングモジュール２１０－ｂを含み得る。キャリブレーティングモジュール２
１０－ｂは、図２及び／又は図３を参照して説明された、モジュール２１０の一例であり
得る。キャリブレーティングモジュール２１０－ｂは、ダウンリンクチャネルにおける送
信のためにサブフレームの少なくとも１つのキャリブレーションシンボルを生成し得る。
モジュール２１０－ｂはさらに、サブフレームの少なくとも１つのキャリブレーションシ
ンボルを送信し得る。キャリブレーションシンボルは、基地局１０５－ｃの送信経路をキ
ャリブレートするために、予め定義された波形を含み得る。
【００５２】
　[0060]モバイルデバイス１１５－ａの構成要素は、個別にまたはまとめて、ハードウェ
アの適用可能な機能のいくつかまたはすべてを実施するように適合された、１つ又は複数
の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）で実装され得る。上述のモジュールの各々は、シス
テム６００の動作に関連した１つ又は複数の機能を実施するための手段であり得る。同様
に、基地局１０５－ｃの構成要素は、個別にまたはまとめて、ハードウェアの適用可能な
機能のいくつかまたはすべてを実施するように適合された、１つ又は複数の特定用途向け
集積回路（ＡＳＩＣ）で実装され得る。上述の構成要素の各々は、システム６００の動作
に関連した、１つ又は複数の機能を実施するための手段であり得る。
【００５３】
　[0061]図７は、基地局１０５の送信経路をキャリブレートする方法７００の一例を示す
フローチャートである。分かりやすいように、方法７００は、図１、図２、図３、及び／
又は図６に示される基地局１０５のうちの１つを参照して、以下に説明される。１つの実
装形態では、キャリブレーティングモジュール２１０は、以下に説明される機能を実施す
るように基地局１０５の機能的要素を制御するために、コードの１つ又は複数のセットを
実行し得る。
【００５４】
　[0062]一実施形態では、ブロック７０５において、サブフレームのキャリブレーション
シンボルが生成され得る。ブロック７１０では、サブフレームのキャリブレーションシン
ボルは、ダウンリンクチャネルにおいて送信され得る。１つの構成では、キャリブレーシ
ョンシンボルは、１つ又は複数の予め定義された波形を含み得る。波形は、基地局の送信
経路をキャリブレートするために使用され得る。ブロック７１５において、サブフレーム
の少なくとも一部が受信され得る。１つの構成では、サブフレームの少なくとも一部が、
専用のフィードバック受信経路を通じて受信され得る。サブフレームの少なくとも一部は
、キャリブレーションシンボルを含み得る。
【００５５】
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　[0063]したがって、方法７００は、ワイヤレス通信システムにおいて基地局の送信経路
をキャリブレートすることを提供し得る。方法７００は、単なる１つの実装形態であり、
方法７００の動作は、他の実装形態が可能であるように、再配置され、あるいは他の何ら
かの形で修正され得ることに留意されたい。
【００５６】
　[0064]図８は、基地局１０５の送信経路をキャリブレートする方法８００の一例を示す
フローチャートである。分かりやすいように、方法８００は、図１、図２、図３、及び／
又は図６に示される基地局１０５のうちの１つを参照して、以下に説明される。１つの実
装形態では、キャリブレーティングモジュール２１０は、以下に説明される機能を実施す
るように基地局１０５の機能的要素を制御するために、コードの１つ又は複数のセットを
実行し得る。
【００５７】
　[0065]一実施形態では、ブロック８０５において、サブフレームのキャリブレーション
シンボルが生成され得る。キャリブレーションシンボルは、基地局１０５の送信経路をキ
ャリブレートするために使用される、予め定義された波形を含み得る。ブロック８１０に
おいて、サブフレームの制御シンボルが生成され得る。制御シンボルは、１つ又は複数の
基準信号及び／又はダウンリンク制御チャネル（例えば、ＰＤＣＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、Ｐ
ＨＩＣＨ）を含み得るか、又はこれらに関連付けられ得る。ブロック８１５において、制
御シンボルが送信され得る。制御シンボルは、サブフレームの期間中に、ダウンリンクリ
ソースのゼロ割当てをモバイルデバイスにシグナリングし得る。ブロック８２０において
、サブフレームのキャリブレーションシンボルは、ダウンリンクチャネルにおいてされ得
る。１つの構成では、キャリブレーションシンボルは、１つ又は複数の予め定義された波
形を含み得る。波形は、基地局の送信経路をキャリブレートするために使用され得る。ブ
ロック８２５において、サブフレームの少なくとも一部が受信され得る。１つの構成では
、サブフレームの少なくとも一部が、専用のフィードバック受信経路を通じて受信され得
る。サブフレームの少なくとも一部は、キャリブレーションシンボルを含み得る。
【００５８】
　[0066]したがって、方法８００は、ワイヤレス通信システムにおいて、基地局の送信経
路をキャリブレートすることを提供し得る。方法８００は、単なる１つの実装形態であり
、方法８００の動作は、他の実装形態が可能であるように、再配置され、あるいは他の何
らかの形で修正され得ることに留意されたい。
【００５９】
　[0067]図９は、基地局１０５の送信経路をキャリブレートする方法９００の一例を示す
フローチャートである。分かりやすいように、方法９００は、図１、図２、図３、及び／
又は図６に示される基地局１０５のうちの１つを参照して、以下に説明される。１つの実
装形態では、キャリブレーティングモジュール２１０は、以下に説明される機能を実施す
るための、基地局１０５の機能的要素を制御するために、コードの１つ又は複数のセット
を実行し得る。
【００６０】
　[0068]一実施形態では、ブロック９０５において、サブフレームのキャリブレーション
シンボルが生成され得る。キャリブレーションシンボルは、ダウンリンクチャネルにおけ
る送信のために生成され得る。このシンボルは、予め定義された波形を含み得る。波形は
、送信経路をキャリブレートし、基地局１０５の送信経路において様々なＲＦコンポーネ
ントによって引き起こされる障害を補償するために使用され得る。ブロック９１０におい
て、ダウンリンクデータは、サブフレームの少なくとも１つのデータシンボルの期間中に
、モバイルデバイスに対してＭＡＣ層において送信され得る。ブロック９１５では、ダウ
ンリンクデータは、ＰＨＹ層において予め定義された波形で置き換えられ得る。ブロック
９２０では、サブフレームの少なくとも一部が受信され得る。１つの構成では、サブフレ
ームの少なくとも一部が、専用のフィードバック受信経路を通じて受信され得る。サブフ
レームの少なくとも一部は、キャリブレーションシンボルを含み得る。ＮＡＣＫがモバイ
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ルデバイスから受信されるかどうかに関する決定が、ブロック９２５でなされ得る。決定
ブロック９２５が、ブロック９１５及び／又はブロック９１０の結果であり得ることに留
意されたい。しかし、いくつかのケースでは、それは、専用のフィードバック受信経路を
通じて受信され、別のデバイスからの応答を必要としないという理由などで、しばしばＮ
ＡＣＫが受信される前にサブフレームの少なくとも一部が受信されるので、ブロック９２
０の後に表され得る。ＮＡＣＫが受信されないと決定された場合、新たなダウンリンクデ
ータが、ブロック９３０で、ＭＡＣ層においてモバイルデバイスに対して送信され得る。
しかし、ＮＡＣＫが受信されると決定された場合、ブロック９３５で、ダウンリンクデー
タは、ＨＡＲＱ手順に従ってＭＡＣ層において再送信され得る。
【００６１】
　[0069]したがって、方法９００は、ダウンリンクトラフィックを、送信経路のキャリブ
レーションのために使用され得る予め定義された波形で置き換えることにより、ワイヤレ
ス通信システムにおける基地局の送信経路をキャリブレートすることを提供し得る。方法
９００は、単なる１つの実装形態であり、方法９００の動作は、他の実装形態が可能であ
るように、再配置され、あるいは他の何らかの形で修正され得ることに留意されたい。
【００６２】
　[0070]様々な開示された実施形態のいくつかに対応し得る通信ネットワークは、層状プ
ロトコルスタックに従って動作するパケットベースのネットワークであり得る。例えば、
ベアラ又はパケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）層での通信は、ＩＰ
ベースであり得る。無線リンク制御（ＲＬＣ）層は、論理チャネルを介して通信するよう
に、パケットセグメンテーション及びリアセンブリを実施し得る。媒体アクセス制御（Ｍ
ＡＣ）層は、トランスポートチャネルへの論理チャネルのプライオリティ処理及び多重化
を実施し得る。ＭＡＣ層はまた、リンク効率を改善するため、ＭＡＣ層における再送信を
提供するために、ハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）を使用し得る。物理層では、トランス
ポートチャネルは、物理チャネルにマッピングされ得る。
【００６３】
　[0071]添付の図面に関連して以上に記載した詳細な説明は、例示的な実施形態を説明し
ており、実現され得る、又は特許請求の範囲内にある実施形態のみを表現するものではな
い。本明細書を通して使用される「例示的な」という用語は、「例、事例、又は説明とし
て役立つ」ということを意味しており、「好ましい」、又は「他の実施形態よりも有用」
を意味するものではない。詳細な説明は、説明された技法の理解を提供することを目的と
した、具体的な詳細を含んでいる。しかし、これらの技法は、これらの具体的な詳細を有
しなくとも実践され得る。いくつかの事例では、よく知られている構造及びデバイスが、
説明される実施形態の概念を不明確にすることを避けるために、ブロック図形式で示され
ている。
【００６４】
　[0072]本明細書で説明される技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡ、及び他のシステム等の、様々なワイヤレス通信システムに使用され得る。
「システム」及び「ネットワーク」という用語は、置換可能に使用されることが多い。Ｃ
ＤＭＡシステムは、ＣＤＭＡ２０００、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）等の
、無線技術を実装し得る。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００規格、ＩＳ－９５規格、
及びＩＳ－８５６規格をカバーする。ＩＳ－２０００リリース０及びＡは、一般に、ＣＤ
ＭＡ２０００　１Ｘ、１Ｘ等と称される。ＩＳ－８５６（ＴＩＡ－８５６）は、一般に、
ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ、高レートパケットデータ（ＨＲＰＤ）等と称される
。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））及びＣＤＭＡの他の変形を含
む。ＴＤＭＡシステムは、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーションズ（Ｇ
ＳＭ（登録商標））等の無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、ウルトラモバイ
ルブロードバンド（ＵＭＢ）、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２．１１
（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥ
ＥＥ８０２．２０、フラッシュ－ＯＦＤＭ等の無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡ及びＥ－
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ＵＴＲＡは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）の一部
である。３ＧＰＰロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）及びＬＴＥアドバンスト
（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新たなリリースである。ＵＴＲＡ
、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、及びＧＳＭ（登録商標）は、「第３世
代パートナーシップ計画」（３ＧＰＰ）という名称の組織からの文書に記載されている。
ＣＤＭＡ２０００及びＵＭＢは、「第３世代パートナーシップ計画２」（３ＧＰＰ２）と
いう名称の組織からの文書に記載されている。本明細書で説明される技法は、上述のシス
テム、及び無線技術、並びに他のシステム、及び無線技術のために使用され得る。しかし
、以下の説明は、例示目的で、ＬＴＥシステムを説明しており、ＬＴＥ用語が、以下の説
明の多くで使用されるが、本技法は、ＬＴＥの用途以外にも適用可能である。
【００６５】
　[0073]情報及び信号が、様々な異なる技術及び技法のいずれかを使用して表現され得る
。例えば、上記の説明を通して参照され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビッ
ト、シンボル、及びチップが、電圧、電流、電磁波、磁場もしくは磁性粒子、光学場もし
くは光学粒子、又はこれらの任意の組合せによって表現され得る。
【００６６】
　[0074]本明細書の開示に関連して説明された、様々な例示的なブロック及びモジュール
は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳ
ＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、もしくは他のプログラマ
ブル論理デバイス、ディスクリートゲート、もしくはトランジスタ論理、ディスクリート
ハードウェアコンポーネント、又は本明細書で説明される機能を実施するように設計され
た、これらの任意の組合せを用いて、実装、又は実施され得る。汎用プロセッサは、マイ
クロプロセッサであり得るが、代替的には、プロセッサは、いかなる従来のプロセッサ、
コントローラ、マイクロコントローラ、又はステートマシンであり得る。プロセッサはま
た、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、マルチプルなマイクロプロセッサ
の組合せ、ＤＳＰコアと連携する１つ又は複数のマイクロプロセッサの組合せ、又はいか
なる他のこのような構成のような、コンピューティングデバイスの組合せとして、実装さ
れ得る。
【００６７】
　[0075]本明細書で説明される機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソ
フトウェア、ファームウェア、又はこれらの任意の組合せに、実装され得る。プロセッサ
によって実行されるソフトウェアに実装される場合、機能は、コンピュータ可読媒体に、
１つ又は複数の命令、又はコードとして、記憶されるか、又は送信され得る。他の例及び
実装形態は、本開示、及び添付の請求項の範囲、及び趣旨内にある。例えば、ソフトウェ
アの性質に起因して、上述の機能は、プロセッサ、ハードウェア、ファームウェア、ハー
ド配線、又はこれらの任意の組合せによって実行されるソフトウェアを使用して、実装さ
れることが可能である。機能を実装する特徴部はまた、機能の一部が異なる物理的位置で
実装されるように分散されることを含めて、様々な位置で、物理的に配置され得る。本明
細書で使用される場合、特許請求の範囲を含めて、「及び／又は」という用語は、２つ以
上の項目のリストで使用される場合、列挙された項目のうちのいずれか１つが、単独で採
用される可能性があること、又は、列挙された項目のうち２つ以上任意の組合せが、採用
される可能性があることを意味する。例えば、ある構成が、構成要素Ａ、Ｂ、及び／又は
Ｃを含むものとして説明される場合、この構成は、Ａのみ、Ｂのみ、Ｃのみ、Ａ及びＢの
組合せ、Ａ及びＣの組合せ、Ｂ及びＣの組合せ、又はＡ、Ｂ、及びＣの組合せを含有する
ことができる。本明細書で使用される場合、特許請求の範囲内を含めて、項目のリスト（
例えば、「少なくとも１つの」、又は「１つ又は複数の」等の語句によって前置きされる
項目のリスト）内で使用されるような「又は」は、例えば、「Ａ、Ｂ、又はＣのうちの少
なくとも１つ」のリストが、Ａ、又はＢ、又はＣ、又はＡＢ、又はＡＣ、又はＢＣ、又は
ＡＢＣ（すなわち、Ａ、及びＢ、及びＣ）を意味するような、選言的なリストを示してい
る。
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【００６８】
　[0076]コンピュータ可読媒体は、これらは、ある場所から別の場所へのコンピュータプ
ログラムの転送を容易にするいかなる媒体も含む、コンピュータ記憶媒体と、通信媒体と
の両方を含む。記憶媒体は、汎用コンピュータ、又は専用コンピュータによってアクセス
されることができる、いかなる利用可能な媒体でもあり得る。限定ではなく、１つの例と
して、コンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ、もしくは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置、もしくは他の磁気記憶
装置、又は命令、もしくはデータ構造の形態で、所望のプログラムコード手段を搬送、も
しくは記憶するように使用されることが可能であり、かつ、汎用コンピュータ、もしくは
専用コンピュータ、又は汎用プロセッサ、もしくは専用プロセッサによってアクセスされ
ることが可能である、いかなる他の媒体も備えることができる。また、いかなる接続も、
適切に、コンピュータ可読媒体と名付けられる。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル
、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、又は、赤外線、無
線、もしくはマイクロ波等の無線技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、又は他の遠隔
ソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ
、又は赤外線、無線、もしくはマイクロ波等のワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる
。本明細書で使用される場合、ディスク（disk）、及びディスク（disc）は、コンパクト
ディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）（disc）（登録商標）、光デ
ィスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）
ディスク（disk）、及びｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ここでは
、ディスク（disc）が、レーザーを用いて、光学的にデータを再生するのに対し、ディス
ク（disk）は、一般に、磁気的にデータを再生する。上記の組合せも、コンピュータ可読
媒体の範囲に含まれる。
【００６９】
　[0077]本開示の上記の説明は、当業者が、本開示を製造、又は利用することを可能にす
るように提供される。本開示に対する様々な修正は、当業者ならば見てすぐに分かり、か
つ本明細書で定義された一般原理は、本開示の趣旨、又は範囲から逸脱することなく、他
の変形例に適用され得る。本開示を通して、「例」、又は「例示的」という用語は、例、
又は事例を示し、記された例に対するいかなる好ましさを暗示するものでも、又は必要と
するものでもない。したがって、本開示は、本明細書で説明される例及び設計に限定され
るべきではなく、本明細書に開示される原理及び新たな特徴に一致する、最も広い範囲を
与えられるべきである。
　以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　基地局の送信経路をキャリブレートする方法であって、
　　サブフレームのキャリブレーションシンボルを生成することと、
　　ダウンリンクチャネルにおいて前記サブフレームの前記キャリブレーションシンボル
を送信することと、ここで、前記キャリブレーションシンボルは、前記基地局の前記送信
経路をキャリブレートするために、予め定義された波形を備える、
　　専用のフィードバック受信経路を通じて、前記キャリブレーションシンボルを備える
前記サブフレームの少なくとも一部を受信することと
　を備える方法。
［Ｃ２］
　受信された前記キャリブレーションシンボルに少なくとも部分的に基づいて、前記基地
局の前記送信経路をキャリブレートすること
　をさらに備える、上記Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記送信経路をキャリブレートすることは、
　　受信された前記キャリブレーションシンボルに少なくとも部分的に基づいて、送信経
路の障害を推定することと、
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　　前記送信経路の障害に少なくとも部分的に基づいて、補償値を決定することと、
　　前記補償値に少なくとも部分的に基づいて、前記基地局の前記送信経路をキャリブレ
ートすることと
　を備える、上記Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記専用のフィードバック受信経路を通じて、前記ダウンリンクチャネルにおける送信
を監視すること
　をさらに備える、上記Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記サブフレームの制御シンボルを送信すること、ここで、前記制御シンボルは、ダウ
ンリンク基準信号及びダウンリンク制御チャネルのうちの一方又は両方に関連付けられて
いる、
　をさらに備える、上記Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］
　ダウンリンク基準信号を備える、少なくとも３つの追加のシンボルを送信すること、
　をさらに備える、上記Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記ダウンリンク制御チャネルは、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）、物
理制御フォーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）、又は物理ハイブリッド自動
要求インジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）のうちの少なくとも１つを備える、上記Ｃ５に
記載の方法。
［Ｃ８］
　前記サブフレームの期間中にダウンリンクリソースのゼロ割当てを前記モバイルデバイ
スにシグナリングするために、前記サブフレームの制御シンボルを送信すること
　をさらに備える、上記Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ９］
　メディアアクセス制御（ＭＡＣ）層において、前記サブフレームの期間中にモバイルデ
バイスにダウンリンクデータを送信することと、
　物理（ＰＨＹ）層において、前記ダウンリンクデータを、前記予め定義された波形で置
き換えることと、
　をさらに備える、上記Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１０］
　否定応答（ＮＡＣＫ）を受信することと、
　前記ＭＡＣ層において、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）手順に従って前記ダウ
ンリンクデータを再送信することと、
　をさらに備える、上記Ｃ９に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記サブフレームのデータシンボルを、前記キャリブレーションシンボルで置き換える
こと、
　をさらに備える、上記Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記予め定義された波形は、
　　最大有効チャネルバンド幅にわたる、電力増幅器の最大送信電力信号の表現を備える
、
　上記Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記電力増幅器の線形化のためのデジタルプリディストーション係数を推定するために
、前記予め定義された波形を使用すること、
　をさらに備える、上記Ｃ１２に記載の方法。
［Ｃ１４］
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　前記予め定義された波形は、
　　前記送信経路の同相／直交（Ｉ／Ｑ）インバランスを推定するためのアプリオリトー
ンを備える、
　上記Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１５］
　前記送信経路内の、前記Ｉ／Ｑインバランスによって引き起こされるイメージを推定す
るために、前記予め定義された波形を使用することと、
　前記推定されたイメージに少なくとも部分的に基づいて前記Ｉ／Ｑインバランスを推定
することと
　をさらに備える、上記Ｃ１４に記載の方法。
［Ｃ１６］
　前記波形の第１のスロットの期間中に、前記基地局の第１のアンテナの第１の送信経路
をキャリブレートすることと、ここで、前記第１のスロットは、前記第１のアンテナの前
記第１の送信経路をキャリブレートするために、第１の予め定義された波形を搬送するた
めのキャリブレーションシンボルを備える、
　前記波形の第２のスロットの期間中に、前記基地局の第２のアンテナの第２の送信経路
をキャリブレートすることと、ここで、前記第２のスロットは、前記第２のアンテナの前
記第２の送信経路をキャリブレートするために、第２の予め定義された波形を搬送するた
めのキャリブレーションシンボルを備える
　をさらに備える、上記Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１７］
　送信経路をキャリブレートするように構成された基地局であって、
　　プロセッサと、
　　前記プロセッサと電子的に通信するメモリと、
　　前記メモリに記憶された命令と、を備え、前記命令は、
　　　サブフレームのキャリブレーションシンボルを生成することと、
　　　ダウンリンクチャネルにおいて前記サブフレームの前記キャリブレーションシンボ
ルを送信することと、ここで、前記キャリブレーションシンボルは、前記基地局の前記送
信経路をキャリブレートするために、予め定義された波形を備える、
　　　専用のフィードバック受信経路を通じて、前記キャリブレーションシンボルを備え
る前記サブフレームの少なくとも一部を受信することと、
　　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、
　基地局。
［Ｃ１８］
　前記命令は、
　　受信された前記キャリブレーションシンボルに少なくとも部分的に基づいて前記送信
経路をキャリブレートすることを行うように、前記プロセッサによって実行可能である、
　上記Ｃ１７に記載の基地局。
［Ｃ１９］
　前記送信経路をキャリブレートすることは、
　　受信された前記キャリブレーションシンボルに少なくとも部分的に基づいて、送信経
路の障害を推定することと、
　　前記送信経路の障害に少なくとも部分的に基づいて、補償値を決定することと、
　　前記補償値に少なくとも部分的に基づいて、前記基地局の前記送信経路をキャリブレ
ートすることと
　を備える、上記Ｃ１８に記載の基地局。
［Ｃ２０］
　前記命令は、
　　前記専用のフィードバック受信経路を通じて、前記ダウンリンクチャネルにおける送
信を監視することを行うように、前記プロセッサによって実行可能である、
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　上記Ｃ１７に記載の基地局。
［Ｃ２１］
　前記命令は、
　　前記サブフレームの期間中にダウンリンクリソースのゼロ割当てを前記モバイルデバ
イスにシグナリングするために、前記サブフレームの制御シンボルを送信することを行う
ように、前記プロセッサによって実行可能である、
　上記Ｃ１７に記載の基地局。
［Ｃ２２］
　前記命令は、
　　メディアアクセス制御（ＭＡＣ）層において、前記サブフレームの期間中にモバイル
デバイスにダウンリンクデータを送信することと、
　　物理（ＰＨＹ）層において、前記ダウンリンクデータを、前記予め定義された波形で
置き換えることとを行うように、前記プロセッサによって実行可能である、上記Ｃ１７に
記載の基地局。
［Ｃ２３］
　前記命令は、
　　前記サブフレームのデータシンボルを前記キャリブレーションシンボルで置き換える
ことを行うように、前記プロセッサによって実行可能である、
　上記Ｃ１７に記載の基地局。
［Ｃ２４］
　前記予め定義された波形は、
　　最大有効チャネルバンド幅にわたる、電力増幅器の最大送信電力信号の表現を備える
、
　上記Ｃ１７に記載の基地局。
［Ｃ２５］
　前記命令は、
　　前記電力増幅器の線形化のためのデジタルプリディストーション係数を推定するため
に、前記予め定義された波形を使用することを行うように、前記プロセッサによって実行
可能である、
　上記Ｃ２４に記載の基地局。
［Ｃ２６］
　前記予め定義された波形は、
　　前記送信経路の同相／直交（Ｉ／Ｑ）インバランスを推定するためのアプリオリトー
ンを備える、
　上記Ｃ１７に記載の基地局。
［Ｃ２７］
　基地局の送信経路をキャリブレートする装置であって、
　　サブフレームのキャリブレーションシンボルを生成する手段と、
　　ダウンリンクチャネルにおいて前記サブフレームの前記キャリブレーションシンボル
を送信する手段と、ここで、前記キャリブレーションシンボルは、前記基地局の前記送信
経路をキャリブレートするように、予め定義された波形を備える、
　　専用のフィードバック受信経路を通じて、前記キャリブレーションシンボルを備える
前記サブフレームの少なくとも一部を受信する手段と
　を備える、装置。
［Ｃ２８］
　前記専用のフィードバック受信経路を通じて、前記ダウンリンクチャネルにおける送信
を監視する手段をさらに備える、
　上記Ｃ２７に記載の装置。
［Ｃ２９］
　前記サブフレームのデータシンボルを、前記キャリブレーションシンボルで置き換える
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　上記Ｃ２７に記載の装置。
［Ｃ３０］
　基地局の送信経路をキャリブレートするためのコンピュータプログラム製品であって、
　　サブフレームのキャリブレーションシンボルを生成することと、
　　ダウンリンクチャネルにおいて前記サブフレームの前記キャリブレーションシンボル
を送信することと、ここで、前記キャリブレーションシンボルは、前記基地局の前記送信
経路をキャリブレートするために、予め定義された波形を備え、
　　専用のフィードバック受信経路を通じて、前記キャリブレーションシンボルを備える
前記サブフレームの少なくとも一部を受信することと、
　を行うようにプロセッサによって実行可能な命令を記憶する非一時的なコンピュータ可
読媒体を備える、コンピュータプログラム製品。

【図１】 【図２】
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